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大規模災害時の被災地域における通信サービス確保のための基本的な初動等対応方針 

 

 

令和４年６月１４日 

災害時における通信サービスの確保に関する連絡会 

 

 

総務省及び電気通信事業者（別紙の指定公共機関である者に限る。以下同じ。）は、次の

大規模災害が発生した又は発生するおそれがある場合において、被災地域における通信サ

ービス確保のため、下記のとおり対応する。 

①緊急災害対策本部※1、非常災害対策本部※2及び特定災害対策本部※3が設置される規模

の災害 

②構成員の一部又は全部を内閣法（昭和２２年法律第５号）第２条の規定に基づく国務

大臣で構成される災害対策のための会議が開催される災害※4 

③これらに準じる被害が甚大な災害※5 

 

記 

 

１．初動対応 

(1) 総務省及び電気通信事業者は、大規模災害が発生し、又は発生するおそれがあり、

政府内や電気通信事業者内に災害対策本部等を設置したとき又は地方公共団体に対し

リエゾン派遣を開始したときは、速やかに、その旨連絡を取り合うものとする。 

(2) 電気通信事業者は、大規模災害等が発生したときは、通信サービス（特に固定電話

サービス及び携帯電話サービス。以下同じ。）に関する通信設備等の被害状況を報告す

る。なお、震度５弱以上の地震等が発生した場合には、迅速に被災状況を把握する観点

から発生から３０分後を目安にその時点で把握している被害状況を報告するとともに、

災害の規模・被害の程度等に応じて継続的に定量的な報告を行う。 

(3) (1)及び(2)の連絡については、電話、メール及び災害情報自動集約ネットワークシ

ステム（DaaS-Net）等を活用して行うこととする。 

(4) 総務省及び電気通信事業者は、大規模災害が発生したときは、可能な限り速やかに、

被災都道府県を訪問するとともに、中心的被災市町村※6への訪問等によって、通信サ

ービスに関する通信設備の被害状況、通信障害の推定原因、停電・電源の状況、燃料供

                                                        
※1 災害対策基本法第２８条の２に基づき設置される本部（例えば、平成２３年東北地方太平洋沖地震緊急
災害対策本部） 

※2 災害対策基本法第２４条に基づき設置される本部（例えば、令和元年台風第１９号非常災害対策本部） 
※3 災害対策基本法第２３条の３に基づき設置される本部（例えば、令和３年７月１日からの大雨特定災害
対策本部） 

※4 例えば、台風第１９号に関する関係閣僚会議 
※5 例えば、政府の現地対策本部である非常災害現地対策本部（災害対策基本法第２５条第６項）及び緊急
災害現地対策本部（災害対策基本法第２８条の３第３項）が設置される規模の災害 

※6 震度６強以上の揺れ（例えば、北海道胆振東部地震）を記録した市町村又はそれに相当する災害（例え
ば、令和元年房総半島台風、令和元年東日本台風）が生じたことで相当の人的被害を受けている市町村を
いう。 



給の状況及び道路・交通機関の状況等を把握する（ただし、当該被災市町村の庁舎に係

る通信サービス※7に障害※8が生じていないことが明らかなときは、この限りでない。）。 

(5) 総務省及び電気通信事業者は、(2)において把握した通信サービスの被害状況等に関

する情報を都道府県の災害対策本部、政府の現地対策本部及び政府現地災害対策室等

において共有するとともに、中心的被災市町村の庁舎に係る通信サービスの早期復旧

のために必要な連携を行う。 

 

２．応急復旧対応 

(1) 通信サービスの早期復旧に向け、総務省及び電気通信事業者は、関係機関（被災都

道府県、中心的被災市町村、関係府省庁リエゾン及び電気事業者リエゾン等）との間

で、主に次の情報の共有を図る。その際、必要に応じて、通信関係者※9で構成される連

絡・調整会議（「通信関係連絡・調整会議」）を開催し、通信関係者間の役割分担及び対

策の調整を行う。また、必要に応じて、関係府省庁リエゾン及び電気事業者リエゾン等

の関係機関の協力を求めるものとする。 

ア 復旧現場への移動中及び復旧現場で把握した情報（道路啓開が必要な箇所及び携

帯電話の通信状況等） 

(ｱ) 通信に関する被害状況 

・ 現地災害対策組織の会議資料等 

・ 総務省被害報 

・ 派遣先の都道府県庁職員その他の関係者から聴取した情報（行政機能への影響、

緊急な支援を必要とする事態） 等 

(ｲ) 通信の復旧に必要となる情報 

・ 停電情報（停電エリア、復旧見込み等） 

・ 燃料供給情報（使用状況、供給の見込み等） 

・ 道路・交通機関情報（通行可能／不能箇所、復旧見込み等） 

・ 避難所情報（場所、開設状況、避難者数等） 等 

イ 関係機関からの通信障害に関する意見・要望及びその対応状況 

ウ 通信関係者間の調整が必要な課題及び問題点 

エ 復旧の優先順位に関する基本的な考え方及び復旧対応状況 

オ 中心的被災市町村に貸与可能な災害対策用移動通信機器（ＩＣＴユニットを含む。

以下同じ。）に関する情報 

カ 移動電源車及び可搬型発電機等の機材に関する情報 

(2) (1)において集約・共有した情報等を踏まえ、総務省及び電気通信事業者は次のとお

り対応する。 

ア 総務省は、災害対策用移動通信機器及び移動電源車の貸与をプッシュ型で実施す

る。 

イ 電気通信事業者は、防災業務計画等に基づき中心的被災市町村との連携を密にし、

通信サービスの復旧に向けて必要な作業を進め、必要に応じてその庁舎をカバーす

るエリアに優先的に車載型基地局を設置する等、代替の通信手段の提供を行う。 

                                                        
※7 固定電話サービスにあっては役場の庁舎に提供されているものを、携帯電話サービスにあっては役場の
庁舎を含むエリアで提供されているものをいう。 

※8 携帯電話サービスについては、役場の庁舎をカバーする基地局が停波することで、大規模災害が発生す
る前と同様のサービスが提供できていない状態をいう。 

※9 総務省リエゾン、電気通信事業者リエゾンのほか、被災都道府県、中心的被災市町村、関係府省庁
リエゾン及び電気事業者リエゾン等の関係機関の担当者等をいう。 



(3) 電気通信事業者は、中継回線が被災し自社による復旧が困難な場合には、「災害時光

ファイバ緊急相互融通スキームガイドライン」（令和３年９月３０日一般社団法人電気

通信事業者協会安全・信頼性協議会）に基づき、必要に応じて事業者間で光ファイバ

の相互融通を図り、中継回線の早期復旧を図る。 

 

３．平時における対応 

(1) 総務省及び電気通信事業者は、「１．初動対応」及び「２．応急復旧対応」が確実に

行われるよう、日頃より連絡体制を確立し、異動期等のタイミングをとらえ定期的に

連絡先を更新する。また、防災業務計画等を踏まえ、必要な作業手順書等を整備すると

ともに、定期的に意見交換・合同訓練等を実施する。 

(2) 総務省及び電気通信事業者は、大規模災害時に地方公共団体と連携した活動ができ

るよう態勢を整備する。また、各地域の特性に応じた災害対策を講じる観点から、地方

公共団体から地域のニーズ・課題等を把握するよう努める。 

(3) 総務省は、大規模災害時の電力、燃料供給の確保及び道路啓開等に係る政府間の調

整に備え、日頃より経済産業省、資源エネルギー庁、国土交通省と連絡体制を確立し、

異動期等のタイミングをとらえ定期的に連絡先を更新する。 

(4) 電気通信事業者は、特に過去に自然災害等で大きな被害を受けた都道府県及び市町

村との意見交換を通じて、当該地域のニーズ・課題等を把握し、個別の事情を考慮して

可能な範囲で、電気通信設備の設置場所の決定若しくは変更し、又は適切な防災措置

を講じる。特に地域における重要施設等を考慮して、停電対策、浸水対策等の強化に努

める。 

(5) 電気通信事業者は、過去に自然災害等で被害を受けた通信設備を復旧する際は、他

の手段で補完できる場合及びやむを得ない場合を除き、再度同様な被害が生じないよ

う対策を講じる。 

 

４ 定期的な見直し 

本対応方針については、実際の災害対応における経験等を踏まえ、適宜見直しを行う。 

 

以上 

  



別紙 

 

○ 日本電信電話株式会社 

○ 東日本電信電話株式会社 

○ 西日本電信電話株式会社 

○ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 

○ 株式会社ＮＴＴドコモ 

○ ＫＤＤＩ株式会社 

○ ソフトバンク株式会社 

○ 楽天モバイル株式会社 


